
Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド 取 扱 要 領 の 制 定 に つ い て  

平 成 19年 ７ 月 ２ 日 例 規 （ 装 ・ 会 ） 第 53号  

 

警 察 本 部 長  

  

〔 沿 革 〕  平 成 24年 ２ 月 例 規 （ 装 ・ 会 ） 第 ９ 号     

各 部 長 ・ 参 事 官 ・ 所 属 長  

見 出 し の 要 領 を 別 添 の と お り 制 定 し た の で 、 誤 り の な い よ う に さ れ た い 。  

別 添  

Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド 取 扱 要 領  

第 １  趣 旨  

こ の 要 領 は 、有 料 道 路 自 動 料 金 収 受 シ ス テ ム（ 以 下「 Ｅ Ｔ Ｃ 」と い う 。）の 利 用 に 際 し て 使 用 す る

カ ー ド （ 以 下 「 Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド 」 と い う 。 ） の 取 扱 い に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

第 ２  定 義  

こ の 要 領 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ ) 有 料 道 路  Ｅ Ｔ Ｃ 又 は Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド に よ り 通 行 料 金 を 支 払 う こ と が で き る 有 料 道 路 を い う 。  

(２ ) 公 用 車  千 葉 県 警 察 の 装 備 に 関 す る 訓 令（ 昭 和 39年 本 部 訓 令 第 16号 ）第 ２ 条 に 定 め る 車 両 を い

う 。  

(３ ) レ ン タ カ ー  レ ン タ カ ー の 公 務 使 用 取 扱 要 綱（ 昭 和 62年 例 規（ 装 ）第 18号 ）に 基 づ き 借 り 上 げ

た レ ン タ カ ー を い う 。  

(４ ) 公 務 認 定 車 両  自 家 用 自 動 車 の 公 務 使 用 に 関 す る 取 扱 要 領 に つ い て（ 平 成 14年 例 規（ 会・装 ・

警 ・ 監 ） 第 70号 ） に 基 づ き 承 認 を 受 け 、 現 に 公 務 に 使 用 し て い る 職 員 の 自 家 用 自 動 車 を い う 。  

第 ３  使 用 基 準  

１  Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 使 用  

Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド は 、次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ か に 該 当 し 、か つ 、所 属 長 が 必 要 と 認 め た 場 合 に 公 用

車 、 レ ン タ カ ー 及 び 公 務 認 定 車 両 に 限 り 使 用 す る こ と が で き る 。  

(１ ) 被 疑 者 、視 察 対 象 者 等 の 車 両 に 対 す る 追 尾 等 の 警 察 活 動 に 従 事 す る 場 合 で 、Ｅ Ｔ Ｃ を 使 用 し

な け れ ば 失 尾 す る な ど 、 当 該 警 察 活 動 に 支 障 が 生 じ る お そ れ が あ る と き 。  

(２ ) 指 導 、 検 査 、 会 議 等 の 用 務 で 、 有 料 道 路 を 使 用 す る こ と に よ り 、 大 幅 な 運 行 時 間 の 短 縮 等 、

業 務 の 効 率 化 を 図 る こ と が で き る と き 。た だ し 、原 則 と し て 有 料 道 路 の イ ン タ ー チ ェ ン ジ ２ 区 間

以 上 及 び 走 行 距 離 15キ ロ メ ー ト ル 以 上 で 利 用 す る 場 合 に 限 る 。  

２  公 務 自 動 車 証 明 書 と の 優 先 関 係  

前 記 １ (１ )に 掲 げ る 場 合 を 除 き 警 察 車 両 が 有 料 道 路 を 通 行 す る 場 合 の 要 領 に つ い て（ 昭 和 57年 例

規（ 警 ）第 15号 ）に 定 め る 公 務 自 動 車 証 明 書 に よ り 通 行 が 可 能 な 場 合 に は 、公 務 自 動 車 証 明 書 に よ

る べ き も の と す る 。  

第 ４  Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 取 扱 い  

１  Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 配 布  

(１ ) Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 配 布 責 任 者 は 、 総 務 部 装 備 課 長 （ 以 下 「 装 備 課 長 」 と い う 。 ） と す る 。  

(２ ) 装 備 課 長 は 、各 所 属 に お け る 公 用 車 の 保 有 状 況 等 を 勘 案 し 、総 務 部 会 計 課 長（ 以 下「 会 計 課

長 」 と い う 。 ） と 協 議 の 上 、 所 属 ご と の Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 配 布 枚 数 を 決 定 す る も の と す る 。  

(３ ) 装 備 課 長 は 、Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 配 布 に 当 た っ て は 、Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド 配 布 管 理 簿（ 別 記 様 式 第 １ 号 ）

に よ り 、 そ の 状 況 を 明 ら か に し て お く も の と す る 。  

２  所 属 に お け る 管 理 体 制  

(１ ) 管 理 責 任 者  

Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 管 理 責 任 者 は 、所 属 長（ た だ し 、警 備 部 成 田 国 際 空 港 警 備 隊 に あ っ て は 総 務 室

長 ）と し 、配 布 を 受 け た Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 保 管 状 況 を 明 ら か に す る た め Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド 保 管 管 理 簿（ 別

記 様 式 第 ２ 号 ） を 作 成 す る も の と す る 。  

(２ ) 保 管 責 任 者 等 の 指 定  

管 理 責 任 者 は 、Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド を 適 正 に 管 理 す る た め 、次 表 に 掲 げ る 指 定 基 準 に よ り Ｅ Ｔ Ｃ カ ー

ド 保 管 責 任 者 （ 以 下 「 保 管 責 任 者 」 と い う 。 ） 、 Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド 取 扱 責 任 者 （ 以 下 「 取 扱 責 任 者 」



と い う 。）及 び 必 要 に よ り Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド 取 扱 補 助 者（ 以 下「 取 扱 補 助 者 」と い う 。）（ 以 下 こ れ

ら を 「 保 管 責 任 者 等 」 と い う 。 ） を 指 定 す る も の と す る 。  

  

区 分  警 察 本 部  警 察 署   

 保 管 責 任 者  次 長  次 長   

 取 扱 責 任 者  課 長 補 佐 又 は 庶 務 係 長  警 務 課 長   

 取 扱 補 助 者  異 な る 勤 務 公 署 （ 分 室 、 捜 査 本 部 の

設 置 等 ） が あ る 場 合 に は 、 当 該 勤 務 公

署 に 勤 務 す る 警 部 補（ 相 当 職 を 含 む 。）

以 上 の 職 員 の う ち か ら 管 理 責 任 者 が 指

定 す る 者  

警 務 係 長   

(３ ) 保 管 責 任 者 の 任 務  

保 管 責 任 者 は 、管 理 責 任 者 の 命 を 受 け 、Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 保 管 、管 理 及 び 職 員 に 対 す る 指 導 に 当

た る も の と す る 。  

(４ ) 取 扱 責 任 者 の 任 務  

取 扱 責 任 者 は 、保 管 責 任 者 の 任 務 を 補 佐 し 、Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 適 正 な 使 用 管 理 に 当 た る も の と す

る 。  

(５ ) 取 扱 補 助 者 の 任 務  

取 扱 補 助 者 は 、 取 扱 責 任 者 の 任 務 を 補 佐 す る も の と す る 。  

３  Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 保 管  

Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド を 保 管 す る と き は 、保 管 責 任 者 等 に お い て 施 錠 設 備 の あ る 保 管 庫 等 に 確 実 に 保 管 し

な け れ ば な ら な い 。  

４  Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 使 用  

(１ ) 貸 出 し の 申 請  

Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド を 使 用 し よ う と す る 職 員 は 、そ の 都 度 、管 理 責 任 者 に 対 し て 用 務 、使 用 車 両 、通

行 し よ う と す る 有 料 道 路 等 を 申 告 す る と と も に 、Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド 使 用 管 理 簿（ 別 記 様 式 第 ３ 号 。以

下 「 使 用 管 理 簿 」 と い う 。 ） に 必 要 事 項 を 記 載 し て 貸 出 し の 申 請 を す る も の と す る 。  

(２ ) 使 用 承 認  

管 理 責 任 者 は 、Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 使 用 用 途 等 を 確 認 し 、前 記 第 ３ の 使 用 基 準 に 該 当 す る と 認 め た

と き は 、こ れ を 貸 し 出 す も の と す る 。こ の 場 合 、取 扱 責 任 者 又 は 取 扱 補 助 者 は 、使 用 管 理 簿 に 貸

出 日 を 記 入 し 押 印 す る も の と す る 。  

(３ ) 返 納  

貸 出 し を 受 け た 職 員 は 、Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド を 使 用 し た 用 務 を 終 了 し た と き は 、使 用 管 理 簿 に そ の 使

用 状 況 等 を 記 載 の 上 、速 や か に 当 該 カ ー ド を 取 扱 責 任 者 又 は 取 扱 補 助 者 に 返 納 し な け れ ば な ら な

い 。こ の 場 合 、返 納 を 受 け た 取 扱 責 任 者 又 は 取 扱 補 助 者 は 、使 用 管 理 簿 に 返 納 日 を 記 入 し 押 印 す

る も の と す る 。  

(４ ) 執 務 時 間 外 の 返 納  

執 務 時 間 外 に お け る Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 返 納 は 、署 に あ っ て は 当 直 主 任 に 行 う こ と が で き る も の と

す る 。こ の 場 合 、Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド 時 間 外 返 納 簿（ 別 記 様 式 第 ４ 号 ）に 必 要 事 項 を 記 入 し 、返 納 状 況

を 明 ら か に し て お か な け れ ば な ら な い 。  

第 ５  留 意 事 項  

１  Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 取 扱 い は 厳 格 に 行 い 、 正 規 の 手 続 き に よ ら ず に 貸 し 出 し て は な ら な い 。  

２  Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 保 管 、使 用 等 に 際 し て は 、遺 失 、盗 難 そ の 他 悪 用 さ れ る こ と の な い よ う 十 分 留 意

す る と と も に 、磁 気 等 の 影 響 を 受 け や す い な ど 、Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 特 性 に 配 慮 し 、棄 損 等 す る こ と の

な い よ う 留 意 し な け れ ば な ら な い 。  

３  管 理 責 任 者 は 、Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 保 管 、使 用 状 況 等 に つ い て 適 宜 点 検 を 行 い 、適 正 な 管 理 に 努 め な

け れ ば な ら な い 。  

第 ６  事 故 発 生 時 の 措 置  

１  管 理 責 任 者 は 、Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 遺 失 、盗 難 等 の 事 故 が 発 生 し た と き は 、直 ち に 装 備 課 長 に 報 告 し



な け れ ば な ら な い 。ま た 、Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド を 棄 損 し 、又 は 汚 損 し た こ と に よ り 当 該 カ ー ド が そ の 機 能

を 失 っ た と 認 め た と き は 、 そ の 経 緯 を 装 備 課 長 に 報 告 す る も の と す る 。  

２  当 該 報 告 を 受 け た 装 備 課 長 は 、会 計 課 長 に そ の 旨 を 連 絡 す る も の と し 、会 計 課 長 は 、Ｅ Ｔ Ｃ カ ー

ド の 再 発 行 等 に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

第 ７  会 計 上 の 事 務 処 理  

１  使 用 実 績 の 報 告 等  

(１ ) 管 理 責 任 者 は 、Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 月 ご と の 使 用 状 況 を Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド 使 用 実 績 確 認 書（ 別 記 様 式

第 ５ 号 。以 下「 使 用 実 績 確 認 書 」と い う 。）に よ り 、翌 月 の 10日 ま で に 装 備 課 長 あ て に 報 告 す る

も の と す る 。  

(２ ) 使 用 実 績 確 認 書 の 送 付 を 受 け た 装 備 課 長 は 、会 計 課 長 か ら 送 付 さ れ る 請 求 総 括 書 の 写 し と 使

用 実 績 確 認 書 と を 照 合 し 、 そ の 結 果 を 会 計 課 長 に 対 し 報 告 す る も の と す る 。  

２  会 計 課 の 事 務 処 理  

Ｅ Ｔ Ｃ カ ー ド の 使 用 に 係 わ る 支 出 手 続 き は 会 計 課 長 が 行 う も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 会 計 課

長 は 、 会 計 上 の 手 続 き に 必 要 な 事 項 に つ い て 管 理 責 任 者 に 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。  

以 下 様 式 等 省 略  


